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保護関税政策の国際政治経済モデル(2)

劉 吟 衡

IV貿 易 自由化ゲームの均衡

1貿 易自由化ゲーム

この第IV節では,有 限回繰 り返 しゲームによって,自 由貿易体制の維持 につ

いて覇権国が拘束的なコミットができない覇権後退期においても,非 覇権国は

協定関税率を取 り,貿 易自由化体制が維持できることを証明する。

ここでは動学的に整合的な.逐次的均衡を求めるが,そ れは最終期か ら後ろ向

きの推論によって得 られる。外向 きの覇権国(仏)は 貿易 自由.化を維持するた

め常に開放政策をとるので,以 下では内向きの覇権国(H即)と 非覇権国の行動

について検討してみる。

これまで全ての期間において覇権国が自国市場を開放 していたとする。内向

き覇権国(Ha)は'期 から最終期 丁までの期待利得の現在価値 砺(',の を最

大化するように努める。その価値関数を次のように表す。

砺(',B,)=MaxIIH(te,),(1V-1)
σ犀

内 向 き覇 権 国(瑞)の'期 以 降 の期 待 利 得 の 現 在 価 値 砺(4の は,当 期 で

あ る'期.の 期 待 利 得 プ ラ ス 什1期 か ら7期 まで の 期 待 利 得 の 現 在 価 値 砺

α+1,B,.、)で あ る。'期 に確 率o,で 協 定 関 税 率 を とれ ば,次 期 の評 判 はB,+、

に な る。 従 っ て,'+1期 に は,期 待 利 得 の 最 大 現 在 価 値 砺('+1,θ 用)が 得

られ る。 覇 権 国 が,1-a,の 確 率 で 最 適 関税 率 を とれ ば,什1期 か らそ の 評 判

を確 立 す る こ とがで.きな くな る(θ 固,B,+ゐ … ≡0)。'期 に 覇 権 国 が 自国 市 場 を
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開 放 しな けれ ば,r+1期 以 降 の 冬 期 の覇 権 国 の利 得 は 砺 凶D.で あ る。 以 下 で

は,覇 権 国 の 割 引 き要 素 がad=1.で あ る とす る。f+1期 か ら 最終 期 丁まで の

期 待 利 得 の 現 在 価 値 は,(T一')砺 伽 で 計 算 で き る。 以 上 か ら,'期 以 降 の 覇

権 国 ゐ 期 待 利 得 の現 在 価 値17冴(ち の は,1≦'≦T-1に 対 して,(W-2)で 表

す こ とが で きる 。

π』「(r,e,)=E[Um.,】 十σル争('十1,Br+三)

+(1一 の(T7の{励 ・,..(N-2)

丁期 の期 待 利 得 研 砺 副 は(W-3}の よ うに な る。

耳[σ祠=ρ 、[σ、砺 脇+(1-Qt)砺 。ρ,1

+(1-Pr)【 σ,砺。。P+(1-Qt)砺 。。ρ]..(IV-3.)

この式 の中 の ρ滑ま'期 に非 覇権 国が 協 定 関税 率 を ζ る確 率 を 表 す 。

同 じ 分 析 方 法 を 用 い て 非 覇 権 国 ρ'期 以 降 の 期 待 利 得 の 現 在 価 値..

恥(あ の を最 大 化 した価 値 関数 は

・鞠(ち の=Max広(' ,B,).....(N-4)
ρ匿

.に な る。

非 覇 権 国 の'期 以 降 の 期 待 利 得 の 現 在 価 値 外 傷 の も,'期 の 期 待 利 得

E[砺 】 と 什1期 か ら 丁期 ま で の 期 待 利 得 現 在 価 偉 飾(叶1,e,+δ の 合計 に

な る。'期 に覇 権 国が 自白市 場 を 開放 しな い で 最 適 関 税 率 を とれ ば,非 覇 権 国

のr+i期 以 降 の 各 期 の利 得 は 〔石切 に な る。 非 覇 権 国 の割 引 要素 もG旱1と

す る。 什1期 以 降 の 非 覇 権 国 の期 待 利 得 ρ 合 計 現 在 価 値 は,(T一 のUNDDと な

る。 式 で 表 す と,'期 以 降 の 非 覇 権 国 の期 待 利 得 の 現 在 砺 値 砺(ち θ∂ は,

1≦f≦T一 享 に対 して,

砺(ち の 一E[UN,]+轟('+1.B,+・)+(1一 の(1一 の.

(T一 筋 　.......1.風 ∬ 一5).

になる。f期 の期待利得E【 ひ詞 は次式.
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B[σ 鰍];r,[ρ,こ 恥ご。十(1-p,)砺`o】 十(1-B,)(1-a,)

[ρ置ころの`十(1一 ρε)σルDη1,(IV-6)

で 表 わ さ れ る 。 そ して τ,は,'期 に 覇 権 国 が 自 国.市 場 を 開 放 す る確 率 で あ り,

(N-7>式 の よ う に な る 。

τFθ'+(1-B,)Qt..(n「 一7)

以.ヒ か ら,貿 易 自 由 化 ゲ ー ム の 逐 次 的 均 衡(σ*、,ρ*、,θ ∂ が 得 ら れ る 。(IV-

2)式 に(IV-3)式 を 代.入 し,([V-5)式 に(W-6)式 を 代 入 す る 。 伽=δN=1の

条 件 の も とで,τ,は(W-7)式 で 与 え ら れ,二 本 の 方 程 式 か ら,α と ρ,の 二

つ の 確 率 が 求 め ら れ る 。

σ*,∈argmax{殉('十1,B,+1)十 ρf(恥 ㍑.一 σ伽o`)

十(1-P')(ひ ん餌ρ一UH.DD)一(T一 のこ層躍PD}の

十(T一'十1){ノ 盈甜pρ十Pr(こ ノ∬躍ρc_〔 ノπ砂pp),(IV-8)

ρ*,∈argmax{[(UN-一 砥 。D)一(σNρrσ κ。。)r,

十(〔IND,一UNDD)}P+十[σ ルcρ一(τ一'十1)σ κooJτr

→一(1「一'十1)し 疋vz}D十r,1弓ゾ('一十一1,θ,+1),(ハ 「一9)

こ こで,佃 一ユ)式 に均 衡 値 を 代 入 し,

B,=B,一1/[B,_,十(1-B,_,)σ*f_1】,ifB,_1.←(1-B1_1)σ*r_】 ≠0.

佃 一1)'

と定 義 で き る 。

2貿 易 自由化 の条件:数 値計算

第ELl節 の 部分 で,自 由 貿 易 体 制 の維 持 に つ い て 覇 権 国が 拘 束 的 な コ ミ ッ

トが で きな い覇 権 後 退 期 に お い て,不 完 備 情 報 下 で,覇 権 国 が 内 向 き覇 権 国

(瑞)で あ る に して も,非 覇 権 国が 市 場 を開 放 す る こ とが あ る こ とを解 明 した 。

こ こで,パ ラ メー ター に値 を与 え,自 由 貿易 化 ゲ ー ム の均 衡 値 を計 算 す る。
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まず 政 治 的 費 用 につ い て 説 明 す る 。覇 権 国 と非 覇 権 国 には情 報 の非 対 称 性 が

あ る。 覇 権 国 が 最 適 関税 を と る政 治 的 費 用 を 表 す μ に つ い て,覇 権 国 は真 の

値 を知 って い るが,非 覇 権 国 に と って は確 率 変 数 で あ り,μ の真 の値 は 内 向 き

の 覇権 国(∬")の 時 は 陶 で あ り,外 向 きの 覇 権 国(焦)の 時 は μ。で あ る(幽

く14)。 そ の値 を非 覇 権 国 は,'期 にお い て確 率B,で μ。,確 率(1-B,)で 働 と

予 想 して い る。

各 国 企 業 の利 潤 関 数 佃 一7)最 大 化 の 二 階 条 件 を満 た し,.各 国 企 業 の生 産

量 は非 負 に な る よ う にパ ラ メ ー タ ー を設 定 す る 。 しか も,「 協 調 ロ∫能性 条 件 」

を 満 た す こ と に す る。 こ こ で は,α=10,b=2,68=2,'珊 三'珊=1,C'一5

一(1/2)(X
NN+X朋),働=0,u==3,171D=4,ηPD=2と す る 。非 覇権 国 は最 適 関

税 を と る時 の政 治 的 費 用 η に つ い て,覇 権 国 が指 導 力 を発 揮 し協 定 関 税 を採

用 す る場 合 に は大 き く,覇 権 国 が指 導 力 を発 揮 せ ず 自国 市 場 を 閉 鎖 す る場 合 に

ぽ小 さ く想 定 してい る。

以 上 の 条件 の も とで計 算 した結 果,内 向 きの覇 権 国(H")と 外 向 きの覇 権 国

(H,)及 び 非覇 権 国 の利 得 は,

σ擢凹`c=29.6,〔 ノHwcD=23.5,UH.D`ニ32.5,UH.DD=24,4,乙 磁∬c=29.6,

〔!85cp=23.5,σ ∬5ρじ=29.5,σ 冴sz〕z》=21.4,[ノNcr=15.4,σ 配`ρ=15,こ1ル」)ε

=13 ,〔ノNDI}=13.4

に な る。 更 に,覇 権 国 の 最 適 関 税 率 は20/9で あ り.,非 覇 権 国 の最 適 関税 率 は

34/9と な る。

.次 に,内 向 き の 覇 権 国(萬)で あ るか,外 向 きの 覇 権 国(仏)で あ る か に つ

い て,覇 権 国 には 分 か って い るが,非 覇 権 国 に は分 か らな い時 の不 完 偉 情 報 下

に おい て,ゲ ー ムが 有 限 回繰 り返 され る場 合 を考 え て み る。

こ こか ら は最 終 期 丁か ら 後 ろ 向 きの推 論.に よ っ て貿 易 自由 化 ゲ ー ム の 逐 次

的均 衡 につ い て検 討 す る。 以 下 の議 論 に お いて は,δ8=歯=1と 仮 定 す る。

(1>最 終 期 丁の戦 略;内 向 き の覇 権 国(疏)は,こ の ゲ ー ムの 最 終 期 τに
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は 後 の 評 判 を 考 慮 す る こ と な く最 適 な 戦 略 を 選 択 す る。 内 向 き の 覇 権 国

(佑)は 協 定 関税 率 を採 用 し ない(σ ㌧ ≡① 。

次 に,非 覇 権 国 の場 合 は,最 終 期71の 期 待 利 得 魚(T,Br)を 最 大 化 す る よ

うに ρT*を 選択 す る 。

per∈argmax[0,8θT-0.4]Pr十1.6θr十13.4.(W-10)

こ こで も,Br=1/2の 時0≦ ρ7*≦1と な る が,石 黒[1997]と 同 じ よ う に こ れ

を ρ*τ=5/8と 特 定 化 す る。 非 覇権 国 の戦 略 ρτ*.は

{
p*r=1,ifBr>1/2,

ρ*r=5/8,ifBr=1/2,(N-11)

ρ*r=0,ifBr〈1/2,

と な る 。 従 っ て,協 定 関 税 率 が 低 い 場 合 に お い て も,最 終 期 τ ま で に ,覇 権

国 が 十 分 に 貿 易 白 山 化 政 策 の 評 判e7を 確 立 し て い れ ば.(Br>1/2),内 向 き の

覇 権 国(」 馬,)の 場 合 で も,非 覇 権 国 は,協 定 関 税 率 を と り,自 国 市 場 を 開 放 し

て,自 由 貿 易 体 制 の 維 持 に 協 力 す る(ρ,*≡1)。

(π)'期 の 戦 略 諸 期 の 覇 権 国 と 非 覇 権 国 は,そ れ ぞ れ'期 以 降 の 期 待 利

得 を 最 大 化 す る よ う に 戦 略a,*と 戦 略Pr*を 決 定 す る 。1≦'≦T-1に 対 し て,

そ れ ぞ れ の 利 得 を(1V-8)式 と(W-9)式 に 代 入 す れ ば,

6*f∈arg皿ax[協 〔'十1,B,+1)一 〇.9-2ρ,一24.4(T一')]σ'

十4p,一 ト8.1十24.4(2「 一'→一1)レ(iv-12)

p"<∈argmax[0.8r,一 〇.4]ρ置十[15一(τ 一'十1)13.4]Tt

十(T-t十1)13.4十TIVH('十1,B,+1),(N-13)

が 得 られ る 。 こ こで(IV-7)よ り,

r,=B,+(1-B,)a*,.(N-7)「
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である。.この時'期 の覇権国の自由貿易政策の評響 動は:,田節の部分で定義

され た よ うに,..

B,.、+(1-B,_,)6・ 同 ≠oの 時,

B,一B,_,/【θ,.、+(1-B,_,)♂,.、1._(皿 一1ア

で あ る。

以 上 の数 値 計 算 の結 果 に よ り,.貿 易 自 由犯 ゲ ー ム の逐 次 的 均 衡(σ ㌦ ρ㌦ の.

を,.要 約 す る.(数 学 付 録 を参 照)と,覇 権 国 は,f期 に次 の よ う に戦 略 を決 め.

.る。

1{iii≡1,ifB,〉(1/2)T",[(1/2)一(1/2)7一,+i)/[1=(1/2)r-r+i)ifO<0,5(1/2)r一`,0,ifO,=0.

(W-14)

非樺 酬'期 に醗 関解 を緬 確率 〆・は・.次のように求め蝋 る・

{
P*r=1..ifO・}(1/2)'輔 命㍉

per=5/8,ifB,=(i/2)・ 一・・1,.(N一 ・5プ.

per富0,ifB,<(1〃)7-i+且.

そして漏 権国の醐 の舳 賜 騨 の評判9・構

/;::諮 　 (1/2)嫡 ・:ftmHffNH:=:±::=:器 ・　.

で表わされる。

以上で得 られた値の結果峠,自 由貿易体制の維持に覇権国が拘束的なコミツ.

トができな鵬 鰍 退期に抽 ても,糀 面 白.由賜 蘇 の評判が粉 に確

立されて晒 場合には(覇 権国につ～'て{瓢 ×14)「 一儲 覇権国については

B,〉(・/2)ト…)湘 権国は卓飾 耽 撤 し(♂ ・一・》・.非糀 国もそ九1・協

調 し.(ρ掌,事1),自.由 貿 易 体 制 は維 持 さ れ.る。..

」
.概
.
.
.



保護関税 政策 の国際政治経済モデ ル 〔2) (65)65

Vむ すびにかえて

第1皿節 の貿 易 モ デ ル 及 び第IV節 の ゲ ー ム理 論 分 析 を通 じて,次 の よ うな結 論

が 得 られ る。 第 一 に,非 覇 権 国 の限 界 費 用 が 逓 減 で あ る場 合 に は,経 済 競 争 力

が 低 い 時 期 に 保護 関税 に よ っ て産 業 を育 成 す るが,限 界 費用 が 低 減 す る につ れ

て 最 適 関 税 率 も低 下 し,非 覇 権 国 は協 定 関税 率 を とる よ うに な り.市 場 開 放 が

支 配 戦 略 に な って くる ので あ る。 これ に よ って,中 国 企業 の 自動 車 部 品 大 手 の

万 向(ワ ンシ ャ ン)や 家電 最大 手 の海 蘭(ハ イ ア ー ル)な どが 巨 大 な 国 内市 場

を背 景 に競 争 力 を 付 け,対 米進 出 を展 開 しつ つ あ る こ とが 説 明 さ れ よ う。

第 二 に,自 由 貿 易 体 制 の 維持 に覇 権 国 が拘 束 的 な コ ミ ッ トが で きな い 覇権 後

退 期 に お いて は,非 覇 権 国 が 関 税協 定 か ら逸 脱 し最 適 関 税 を と る イ ンセ ンテ ィ

ブ を持 つ が,不 完 備 情 報 下 で,覇 権 国 が市 場 を.開放 す る時 に非 覇 権 国 が 最適 関

税 を とる ため に必 要 な 政 治 的 費用 と,覇 権 国 が最 適 関 税 を と る時 に非 覇 権 国 が

最 適 関税 を と るた め に必 要 な 政 治 的 費 用 と の差 は,「 協 調 可 能 性 条 件 」 を満 た

す と きに,覇 権 国 の 自由 貿 易 政 策 の評 判 が十 分 に確 立 され て い る場 合 に は 嘲

権 国 に つ い て はB,〉(1/2)7一',.非 覇 権 国 につ い て はB,〉(レ2)「 一'+り,覇 権 国

は 自国 市 場 を 開 放 し(σ*,≡1),非 覇 権 国 も.協定 関 税 率 を と り,内 向 き の覇 権

国 に協 調 す る(ρ*F1)。

90年 代 後 半か ら,ア メ リ.カは 地球 温 暖化 防止 を 目指 す 京 都 議 定 書 か らの離 脱

や 鉄 鉱 製 品 の輸 入 制 限 に加 え,2002年5月 に 入 っ てか ら も国 際 刑 事 裁 判 所 の設

定支 持 を撤 回 し,農 業 補 助 金 の 積 み 増 しを発 表 す る な ど,国 内 保 護 政 策 を強 め,

内 向 き政 策 が 取 られ て い る。 また,日 本 か らの 自動 車 ・部 品 輸 入 ぽ2001年 半 ば

か ら増 勢 に あ る こ とを受 けて,ア メ リ カで は議 会 や 自動 車 業.界で 日本 車 の輸 入

増 に批 判 が 出 てい る。2002年6月 現 在 米 株式 市 場 総 合 指 数 は2001年9月 同 時 テ

ロ後 の安 値 に接 近 し,年 初 か ら好 転 に転 じた ア メ リカ経 済 は そ の 回復 力 に不 安

の 芽 が 出 て きて い る。

一 方 で
,中 国 は市 場 開 放 に 向 けて200ユ 年12月 に143番 目 の加 盟 国 と して 正 式
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に世 界貿 易機 関(WTO)に 加 盟 した6中 国 はWTOに 加 盟 後,農 産 品 を含 め

関税 率 を段 階 的 に引 き下 げ る。 中 国 とア メ リカ の合 意 で ア メ リ カに対 して は,

平均 関税 率 を それ ぞれ,農 産 品 の 関税 を大 幅 に削 減 し,2004年1月 を期 限 に平.

均 関 税 率 を17.5%に,米 国 の工 業 製 品 に対 して,平 均 税 率 を24.6%か ら7.1%

に 引.き下 げ る。 関 税 率 を引 き下 げ る とい う形 で ア メ リカ と協 調 す る政 策 を とっ

て い る。 これ は,わ れ わ れ の モ デ ル で解 釈 す れ ば,第1節 で 示 した世 界 政 治 構

造 が変 わ りつ つ あ る時 期,つ ま りア メ リカが 相 変 らず 強気 で 世 界政 治 と経 済 を

支 配 す る のか,そ れ と も経 済 的,政 治 的 に衰 え て い る のか とい う情 報 の非 対 称

性 が 含 ま れ る不 安 定 な世 界 政 治 経 済 構造 の状 況 に おい て は,ア メ リカが 自由貿

易 政 策 の評 判 が 十 分 に確 立 され て い る場 合 に は(B,〉(1/2ゾ ー8,中 国 につ い て

はB,〉(1/2)7一'+り,途 上 国 の 中 国 は そ れ に協 調 し(ρ*戸1),自 由 貿 易 体 制 は

維持 で ぎる とい うこ とで あ る。

数学 付 録 τ一1期 の 覇 権 国 と非 覇権 国 の戦 略 につ いて1)

こ こで,式(N-14)と 式(1V-15)に 至 る まで の過 程 を説 明す ξ。 そ の た め に まず,T-1

期 の 覇 権 国 と非 覇 権 国.の戦 略 に つ い て,明 らか に.する 。T-2期 以 降 の戦 略 に つ い て も

同 じよ うに得 る こ とがで きる。 覇 権 国 はT-1期 には,最 終期 丁の評 判Brを 考慮 し,T

-1期 以 降 の期 待 利 得 ∬承 丁一1 ,Br.L)を 最 大 化 す る よ うに 戦 略 σ拳r一、.を決 定 す る。 各

パ ラメ ー ター の値 を(IV-8)式 に代 入.し,

O∈argmax[玲(zOT)一2ρ7_1-25.3]σ7_L十48.8十8.1ρ 卜1.(A-1).

を得 る 。 こ の時,最 終 期 丁の覇 権 国 の評 判Brは 次 の よ うに な る。

0,=O,一L/[Br-L+(1一 θ7一、)♂T.1]....(皿 一1γ

(A-1)式 を もと に,〔IV-5)式 を考慮 す れ ば,覇 権 国の 最適 反応 関 数 は次 の よ うに な る。

/i轍iil　雛 籔.眩
1).こ こでの手順.は石黒[1997]を 参考に している。
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続 い て,(㎜一1}'式 を用 い て,(A-2)式 よ り,T-1期 の覇 権 国 の 戦 略0と 下期

の 覇 権 国 の 評 判 θτは,次 の よ う に な る。

/
σ零7-L≡1,a-=e7_L,ifBr-1>1/2,

σ㌔..1=1,Br=1/2,ifθ τ一[=1/2,(A-3)

σ*T-1-9T-1/(1-e,一1),Br=1/2,ifBr-1〈1/2.

こ の式 は次 の こ とを 意味 す る.T-1期 に覇 権 国 の 評判 随 一Lが 十 分 に確 立 され てい る

場 合(θH≧1/2)に,覇 権 国 は協 定 関税 率 を 採 用 し,最 終 期 丁の 評 判B7を 得 る。 覇 権

国 の 評 判 が 十 分 に 確 立 さ れ て い な い 場 合(BT〈1/2)に,覇 権 国 は σ*τ一1;Br-i/(1-

Br-1)の 混 合 戦 略 を選 択 し,最 終 期 τの 評 判Brは θ7=1/2と な る。

非 覇 権 国 も,T一 ユ期 以 降 の期 待 利 得 砺(7-1,67一 ⊥〉を最 大 化 す る よ うに7-1期 の

戦 略p*7-1を 決 定 す る。 パ ラ メー ダー の値 を 〔16'一9)に代 入 す る。

{∈arg㎜[0.87T-1一 ⑪.4]ρr一一11,8τ7.1十26.8十 τr-IVN(T,Br)(A-4)

こ の式 の 中 のr,_,は(IV-7γ 式 で 与 え られ る。 〔A-4)式 か ら,非 覇 権 国 の 最 適 反 応

関数 が 得 られ る。

「
ρ*7-1≡1,t7・一&>1/2,

P*T-1=5/8,ifτz・一=1/2;(A-5)

ρ*T-1二 〇,ifτ τ一L<1/2.

ま た 、(A一 の 式 と(1、'一71'式 か ら,

{τT_L≡1,if「B,一1≧1/2,σ*1・一1=1, 〔.A-6)

ττ一=28,.一1,ifBr-1<1/2,σ*、 」、≡ θτ一ノ 〔1-BT-1),

を 得 る 。 故 に,(A-5)式 と(A-6)式 か ら,T-1期 の 非 覇 権 国 の 戦 略 グ7-1は,次 の

よ う に 得 ら れ る 。

[
ρ*..、=1,ifBr-1>〔1/2)2,77一 ・>1/2,

ρ*r-1=5/8,ifBr-1=(1/2)2レ τ7-1≡1/2,(A-7)

per...1=0,ifdr_1く(1/2)2,τT-L<1/2.
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(A-7)式 は次 の こ とを意 味 して い る 。覇 権 国 の評 判 θ74が 十 分 に確 立 され てい る場

合(θ7-1>(1/2}2)に は,内 向 きの 覇 権 国(瑞 〉の場 合 に お い て も,非 覇 権 国 は 自由 貿 易

体 制 の 維 持 に協 力 し,協 定 関 税 率 を採 用 す る(ρ*7,1零1)。 しか し,覇 楕 国 の 評 判Br一 且

が十分 に確立 され てい ない場合(Br-1〈(1/2)2)に は,非 覇権 国}よ自即市場 を閉鎖 し,母

適 関 税 率 を採 用 す る(P%r一 、=0)。 ま た,覇 権 国 の 評 判 が θr一星=(1/2ア の場 合 に は,非

覇 権 国 は ρ㌦1=5/8の 混 合 戦 略 を選 択 す る。

こ の よ う な手順 を 繰 り返 せ ば,式(1Y-14)と 式(】y-15>が 得 られ る。
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